
・利用実績に対する「請求額」を「納入」

・月別の利用実績に基づき
「前月分」の照明設備の
「電気料相当額」を請求

・「利用許可証」を管理指導員に提出
・指示に従って施設を利用する。

・「利用申込書」の内容を確認
・「利用許可証」を発行

・当該校の連絡調整会議に出席
・翌月分の利用を申し込む
・記入後の「利用申込書」と「登録証」を持参

・学校長が承認し「登録証」を発行
・「利用申込書」を渡す

山梨県立学校施設開放事業

県民が健康で文化的な生活を営むために，学校教育に支障のない限り，学校の体育施設を効率
的に利用し，スポーツ活動の機会を提供することを目的とし，昭和５０年度から実施している。

開放施設：グラウンド，体育館，格技場 （各開放校に御確認ください）
開 放 日：各開放校が，施設開放を実施することができる日
利用時間：昼間⇒９時００分～１６時３０分 ， 夜間⇒１９時３０分～２１時３０分

県立学校の体育施設を利用するには？

※各開放校毎に決められている諸注意を遵守して
施設を利用してください。

利用者 開放校

・成人を代表とする５名以上の団体
・利用者全員が傷害保険に加入

・利用を希望する学校へ申し出る
・「登録申請書」及び「名簿」の用紙を受け取り
記入後提出



県立学校体育施設開放施設一覧表

※平成30年度から令和３年度の実績による

学校名 電話番号 運動場 体育館 武道場 その他

1 北杜高校 （0551）20-4025 ○ ○

2 韮崎高校 （0551）22-2415 ○ ○ ○

3 韮崎工業高校 （0551）22-1531 ○ ○

4 甲府西高校 （055）228-5161 ○ ○ ○

5 甲府南高校 （055）241-3191 ○ ○

6 甲府東高校 （055）237-6931 ○ ○

7 甲府昭和高校 （055）275-6177 ○ ○ ○

8 農林高校 （055）276-2611 ○ ○ ○

9 白根高校 （055）284-3031 ○ ○

10 青洲高校 （055）272-1161 ○ ※令和３年度の実績による

11 身延高校 （0556）62-1045

12 笛吹高校 （055）262-2135

13 日川高校 （0553）22-2321 ○

14 塩山高校 （0553）33-2542 ○ ○

15 上野原高校 （0554）62-4510 ○ ○

16 都留興譲館高校 （0554）43-2101

17 吉田高校 （0555）22-2540 ○ ○

18 富士河口湖高校 （0555）73-2511 ○ ○

19 ひばりが丘高校 （0555）22-8015 ○ 土日の昼のみ実施


